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令和５年１０月３１日 

猪名川町北部地域医療のあり方検討委員会 



猪名川町の地域医療の現状について

猪名川町の年齢区分別人口（推計）

年度 単位：人

2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045

年齢区分 平成17年 平成22年 平成27年 令和2年 令和7年 令和12年 令和17年 令和22年 令和27年

0～14歳 4,732 5,094 4,651 3,839 3,151 2,731 2,350 2,062 1,840

15～64歳 20,081 20,051 18,087 16,422 15,084 13,463 11,693 9,767 8,244

65歳以上 5,195 6,582 8,095 9,411 10,389 10,890 11,382 11,846 11,731

合計 30,021 31,739 30,838 29,680 28,624 27,084 25,425 23,675 21,815

高齢化率 17.3% 20.7% 26.3% 31.7% 36.3% 40.2% 44.8% 50.0% 53.8%

注１　令和2年度以前は実績値、令和7年度以降は推計値を記載

注２　令和2年度までは、総務省が公表している「国勢調査」人口を計上

注３　年齢不詳者数は、2005年15人、2010年12人、2015年5人、2020年8人。

注４　令和7年度以降は、国立社会保障・人口問題研究所が公表した「日本の地域別将来推計人口

　　　（平成30年推計）」を計上
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兵庫県内　医師数一覧

（単位：人）

番号 市町村名 医師数
2020年国勢調査

人口
人口10万人あ
たり医師数

兵庫県平均 全国平均

1 神戸市 5,199 1,525,152 341 267 254

2 姫路市 1,281 530,495 241 267 254

3 尼崎市 1,360 459,593 296 267 254

4 明石市 741 303,601 244 267 254

5 西宮市 1,688 485,587 348 267 254

6 洲本市 204 41,236 495 267 254

7 芦屋市 193 93,922 205 267 254

8 伊丹市 437 198,138 221 267 254

9 相生市 51 28,355 180 267 254

10 豊岡市 208 77,489 268 267 254

11 加古川市 621 260,878 238 267 254

12 赤穂市 127 45,892 277 267 254

13 西脇市 112 38,673 290 267 254

14 宝塚市 404 226,432 178 267 254

15 三木市 129 75,294 171 267 254

16 高砂市 109 87,722 124 267 254

17 川西市 293 152,321 192 267 254

18 小野市 213 47,562 448 267 254

19 三田市 248 109,238 227 267 254

20 加西市 79 42,700 185 267 254

21 丹波篠山市 80 39,611 202 267 254

22 養父市 59 22,129 267 267 254

23 丹波市 106 61,471 172 267 254

24 南あわじ市 61 44,137 138 267 254

25 朝来市 42 28,989 145 267 254

26 淡路市 59 41,967 141 267 254

27 宍粟市 54 34,819 155 267 254

28 加東市 56 40,645 138 267 254

29 たつの市 104 74,316 140 267 254

30 川辺郡猪名川町 34 29,680 115 267 254

31 多可郡多可町 21 19,261 109 267 254

32 加古郡稲美町 40 30,268 132 267 254

33 加古郡播磨町 32 33,604 95 267 254

34 神崎郡市川町 6 11,231 53 267 254

35 神崎郡福崎町 34 19,377 175 267 254

36 神崎郡神河町 29 10,616 273 267 254

37 揖保郡太子町 30 33,477 90 267 254
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兵庫県内　医師数一覧

（単位：人）

番号 市町村名 医師数
2020年国勢調査

人口
人口10万人あ
たり医師数

兵庫県平均 全国平均

38 赤穂郡上郡町 11 13,879 79 267 254

39 佐用郡佐用町 21 15,863 132 267 254

40 美方郡香美町 20 16,064 125 267 254

41 美方郡新温泉町 17 13,318 128 267 254

計 14,613 5,465,002 8,174

注１　医師数は、日本医師会の2022年11月の地域内医療機関情報の集計値
注２　人口は、2020年国勢調査人口
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兵庫県内　歯科医師数一覧

（単位：人）

番号 市町村名 歯科医師数
2020年国勢調査

人口
人口10万人あ
たり医師数

兵庫県平均 全国平均

1 神戸市 1,271 1,525,152 83 74 82

2 姫路市 415 530,495 78 74 82

3 尼崎市 333 459,593 72 74 82

4 明石市 220 303,601 72 74 82

5 西宮市 394 485,587 81 74 82

6 洲本市 38 41,236 92 74 82

7 芦屋市 96 93,922 102 74 82

8 伊丹市 144 198,138 73 74 82

9 相生市 16 28,355 56 74 82

10 豊岡市 41 77,489 53 74 82

11 加古川市 164 260,878 63 74 82

12 赤穂市 32 45,892 70 74 82

13 西脇市 28 38,673 72 74 82

14 宝塚市 174 226,432 77 74 82

15 三木市 57 75,294 76 74 82

16 高砂市 50 87,722 57 74 82

17 川西市 87 152,321 57 74 82

18 小野市 31 47,562 65 74 82

19 三田市 62 109,238 57 74 82

20 加西市 25 42,700 59 74 82

21 丹波篠山市 19 39,611 48 74 82

22 養父市 12 22,129 54 74 82

23 丹波市 38 61,471 62 74 82

24 南あわじ市 26 44,137 59 74 82

25 朝来市 17 28,989 59 74 82

26 淡路市 26 41,967 62 74 82

27 宍粟市 19 34,819 55 74 82

28 加東市 23 40,645 57 74 82

29 たつの市 39 74,316 52 74 82

30 川辺郡猪名川町 12 29,680 40 74 82

31 多可郡多可町 9 19,261 47 74 82

32 加古郡稲美町 20 30,268 66 74 82

33 加古郡播磨町 15 33,604 45 74 82

34 神崎郡市川町 4 11,231 36 74 82

35 神崎郡福崎町 12 19,377 62 74 82

36 神崎郡神河町 5 10,616 47 74 82

37 揖保郡太子町 18 33,477 54 74 82
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兵庫県内　歯科医師数一覧

（単位：人）

番号 市町村名 歯科医師数
2020年国勢調査

人口
人口10万人あ
たり医師数

兵庫県平均 全国平均

38 赤穂郡上郡町 7 13,879 50 74 82

39 佐用郡佐用町 8 15,863 50 74 82

40 美方郡香美町 9 16,064 56 74 82

41 美方郡新温泉町 7 13,318 53 74 82

計 4,023 5,465,002 2,529

注１　歯科医師数は、日本医師会の2022年11月の地域内医療機関情報の集計値
注２　人口は、2020年国勢調査人口
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猪名川町北部地域医療の持続可能な医療提供体制 取組検討事項 

 

１ 訪問診療の活用 

訪問診療は、１９９２年の医療法改正に伴い、外来医療、入院医療に続く、第３の医

療である「在宅医療」のひとつとして、患者の居宅などで医療が提供されています。 

（１）訪問診療の対象者 

   訪問診療は、通常、かかりつけ医などの診療所に通院受診している患者の要請により、

医師がその都度、診療を行う往診とは異なり、定期的に受診する在宅医療で、訪問診療

の要件として、病気や障害による歩行困難、寝たきり、認知症、呼吸器やカテーテルの

装着により、移動ができない方、終末期ケアを自宅で行いたい方など、「居宅（入所施

設を含む）で療養を行っており、傷病のために通院による療養が困難な方」とされてい

ます。 

   また、訪問診療を行う医療機関から、直線距離で１６キロメートルの範囲内が対象エ

リアになります。本町内の訪問診療医療機関の場合、おおむね町全域が対象エリアとな

り、川西市北部（平野、清和台）の場合、おおむね９５％程度は訪問診療の対象エリア

となります。 

 

（２）訪問診療の利用方法 

   訪問診療の利用にあたり、「（１）」に該当する場合、事前に訪問診療を行っている医

療機関での面談や契約のうえ、利用することができます。 

 

２ オンライン診療の活用 

  遠隔医療とは、情報通信機器を活用した健康増進、医療に関する行為と定義されており、

オンライン診療は、遠隔医療のうち、医師と患者間において、通信機器を用いて患者の診

察及び診断を行い診断結果の伝達や処方等の診療行為をリアルタイムで行う行為であり、 

  ① 情報通信機器の使用 

  ② 医師患者間 

  ③ リアルタイム（同時性） 

  ④ 個別の医学的判断に基づく診断治療 

 の４つが、オンライン診療の要件となります。 

  また、リアルタイム（同時性）とは、文字や静止画像のみでは要件を満たさず、視覚・

聴覚情報が必要となります。 

  診療行為の中には、保険医療機関が一定の人員や設備を満たす必要があり、その内容を

地方厚生局（本町の場合、近畿厚生局）への届け出が必要になります。また、担当する医

師には、「オンライン診療料の適切な実施に関する指針」に基づき、オンライン診療に関

する研修受講が必要になります。 
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  【例】 

    ・基本診療料の移設基準等に係る届出書 

    ・オンライン診療料に係る届出書添付書類 

（１）公民館やその他の施設によるオンライン診療 

   公民館やその他の施設内に、情報通信機器や医療機器を準備し、患者が当該施設に来

所することにより、医師は当該医師の診療所等にいながらにしてオンライン診療を行

う。 

   この場合、医師の指示により、患者の患部や体温、血圧などの測定にあたり、医師の

指示により実施に当たる看護師などの医療従事者が必須となるため、オンライン診療

時間中及びその前後には、看護師の配置が必要となる。 

   また、当該施設に患者が来所するためには、自力での通院のほか、家族や医療機関等

による送迎が必要となるケースがあります。 

   施設基準によっては、巡回診療としての位置づけが困難な場合もあります。 

  ① オンライン診療導入に必要な物品等 

   ・通信機器（PC、タブレットなど） 

   ・通信用カメラ・マイク 

   ・インターネット接続ができるアクセスポイント（ポータブルＷｉ-Ｆｉ、無線ルー

ターなど） 

   ・オンライン診療用のアプリ・システム 

   ・近畿厚生局へ提出する届出書類 

  ② オンライン診療を行う公民館などの施設に必要な「①」以外のもの 

   ・看護師 

   ・送迎用車両 

   ・運転手（看護師が運転しない場合など） 

 

（２）車両（多目的車両）によるオンライン診療 

   公民館やその他の施設内のほか、公民館やその他の施設の駐車場、患者の居宅付近な

ど、医師は当該医師の診療所等にいながらにして車両によるオンライン診療を行う。 

   「（１）」と同様に、医師の指示により、患者の患部や体温、血圧などの測定にあたり、

医師の指示により実施に当たる看護師などの医療従事者が必須となるため、オンライ

ン診療時間中及びその前後には、看護師の配置が必要となる。 

   また、ハイエースなど車体の大きな車両の場合、本町の特質上、柏原や西畑、鎌倉な

ど、道幅の狭い居宅まで、到達できないことが想定されるため、使用される車両は、乗

用車または軽自動車の使用も考えられます。 

  ① オンライン診療導入に必要な物品等（「（１）」と同様） 

   ・通信機器（PC、タブレットなど） 
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   ・通信用カメラ・マイク 

   ・インターネット接続ができるアクセスポイント（ポータブルＷｉ-Ｆｉ、無線ルー

ターなど） 

   ・オンライン診療用のアプリ・システム 

   ・近畿厚生局へ提出する届出書類 

  ② オンライン診療を行う公民館などの施設に必要な「①」以外のもの 

   ・看護師 

   ・車両 

    ※本町の特質上、柏原や西畑、鎌倉など、道幅の狭い居宅まで、到達できないこと

が想定されるため、使用される車両は、乗用車または軽自動車の使用も考えられ

ます。 

   ・運転手（看護師が運転しない場合など） 

 

３ 送迎サービスの継続 

  現在、杉生診療所に受診されている方の送迎を医療機関が担っていただいており、杉生

診療所でできない検査も、北田原のせいふうクリニック、川西市東畦野の旧市立川西病院

付近にある川西リハビリテーション病院までの送迎を行っております。 

  また、送迎に使用している車両は、ハイエースなど車体の大きな車両ではなく、普通自

動車による送迎のため、柏原など道幅の狭い場所にもある程度対応可能となっておりま

す。 

  ただし、前回会議でもご意見のありましたとおり、送迎サービスに関して、試験的に実

施している部分もあり、今後、内容の見直し等が考えられます。 
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